
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 灘(岩屋北町)配水管取替工事 

 契約変更後の概要 

 
工事概要：布設延長 PEφ50-90.6m、PEφ75-1.8m、φ75-382.5m、φ75(給)-19.1m、φ100-808.6m、 

          φ100(給)5.2m、φ150-225.9m、φ200-4.1m 

     撤去延長  φ75-9.5m、φ75(給)-3.2m、φ100-90.3m、φ100(給)-0.3m、φ150-1164.4m、 

φ200-75.9m 

 

 

 

契約変更の理由 

① 舗装復旧面積および仕様の変更について 

舗装の復旧範囲・構造について道路管理者と再協議した結果、面積および構造が一部変更となる。 

(増) 

 

② 交通誘導警備員について 

当初、4人／日を配置する計画であったが、所轄警察との協議の結果、日配置人数を変更する必要が生

じた。これにより、交通誘導警備員の人数が変更となる。（増） 

 

③ 管材料・土工事・管工事数量の変更 

取替管路について、試掘結果から他企業既設地下埋設物などの状況を考慮して配水管を布設した結果、

管材料・土工事・管工事の数量が変更となる。(増) 

 

   以上、上記①～③の理由により契約金額に変更が生じる。 

 


